
参考書誌研究・第17号（1979・2）

「ペルー国立図書館略史

付：同図書館の組織と政策

三　谷 弘

自由人の真髄を培うものは

図書である。　サン・マルチィン＊

　はじめに
　ペルーを含めてラテン・アメリカ諸国と

日本とめ関係は，これまで欧米やアジアの

諸国との関係に比べて余り緊密であったと

はいえない。明治初年にマリア・・レス号事

件によ一 ﾁて．日本とペルーとり関係が一時緊

迫したことがあったが，・r雨降って地固ま

る」の警どおり，両国の外交関係がこの事

件を契機として開始され，日本のペルー移

民が盛んとなった①。最：近ではこの地域へ

の日本の経済進出が活発となったが，まだ

一般には馴染が薄い国々である。ζこでは

ペルーの歴史や文化の現状について詳しく

一述べるつもりはないが，交通通信手段が発

達しp一これまで疎遠であった国々と日本と

の関係も次第に近しいものになってきてい

る。その意味から云っても，インカ以来の

古い文化をもち，ラテン・アメリカ地域で

もアルゼンチン，ブラジル，チリなどと並

んで重要な国の一つであるこの国の国立図

書館を紹介することは必ずしも迂遠なこと

ではないと思われる。

．．筆者は1976年2月にペルーを訪問し，僅

か一週間ではあったが，同国に滞在し，そ

　＊南米解放の英雄サン・マルティ』ン將軍がチリの国

’立図書館を創設したさv・の言葉。原文はLos　libros

forrnan　la　esencia　de　los　hombres　libres．

の間リマの国立図書館を訪ねた。その際涯

館の館長，副館長から懇切な説明を受け1

資料の寄贈も受けたb、今ではこの時の資料

はやや古くなっているが，日本では殆んど

知られていないペル・一一の国立図書館につい’

て紹介することは意義なしとしないであろ

う。以下に当時の資料を中心として同館の

歴史を略述し，組織と政策について触れる

こと忙したい（2）。

1　国立図書館略史

1．植民地時代

　ペルーがスペインの植民地から独立を達

成したのは1821年忌ある。同年7月28日に

独立が宣言されたが，その丁度一ヵ月後の

8月28日に国：立図書館創設の命令（decreto＞

が発せられた（3）。このように国の独立後直

ちに図書館設立の方針が明らかにされたζ

と自体，その政治的意義を表わしていると

いえよう。しかしこの図書館は忽然と空中

に出現したのではなく，．植民地時代にその

淵源を求める’ことができるのである。

　1568年に当時キリスト教の有力会派であ

bたイェズス会のサンバブロ最高学院（El

Colegio　MaximQ　de　San　Pablo）が設立

されたが，この学院に三会の図書館が付設

された。』　200年後の1767年にスペイン王力

・ルロス三回忌よりイエズス会が追放され
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④，翌68年勅令により，その図書館はサン

マルコス大学（5）に移管されることになっ

た。同学院にはインディオ貴族のための王

子学院Colegio　del　Prfncipeと王立サン

マルテイン学院Colegio　Real　de　San

．　Martin’ ｪ設けられ，副王領F6）の高等豫育

の面で大きな功績を残している。また同学

院は200年の間植民地ペルーの一大文化セ

ンターとして知られ，言語学，古典文化の

他，副王領最大の薬局をもつなど公衆衛生

「の面にもすぐれた特色をもっていた。

　サンバブロ学院のこのような盛名を支え

るものはその図書館φ蔵書であった。同館

は18世紀後半に約4万冊の蔵書を誇ってい

たが，当時有名なハーバー・ド大学め図書館

、は僅か4，　OOO冊に足りない蔵書しかなカ1つ

たといわれる（7）。サンバブロ図書館の収集

した図書はヘブライ，ラテン，アラビアの

各言語からイタリア；フランス，ドイツ，’

kペインと新旧の雑多な言語で書かれてお

り，新世界の重要な土語の図書さえ含まれ

ていた。これに比べハーバード大学図書館

の場合は蔵書の大部分がラテン語のもので

あり，英語以外の近代語のものは僅かであ

った（8）。’「

　蔵書の範囲も同図書館の場合は広汎であ「

り，医学，経済，地理，歴史，政治，文

法，辞典等に及んでいたが，図書以外でも

例えば当時最新式のニュ・一トン友射望遠鏡

さえも所蔵していた（9）。旧館はまた副王領

の他の図書館のいわぽクリア．リングセンタ

ーの役割も果していた。トノレヒーリーH，ア

レキパ，ラパス，ポトシ，’コルドノ㍉　ラプ

ラタ，サンチャゴ・デ・チレ等スペイン領

各地り図書館に図書を分配しただけでな

く，ジとスイット会の施設に送ったり，一

般の文化人に図書を販売したりもしている

めである。　．

　ヒうしてサンバブロ学院図書館は米州最

良の図書館と称えられたのであるが，前記

のように1767年カルロス三世の勅令により

二世紀にわたる活動の幕を閉じることとな

った。翌68年サンマルコス大学が国王に請

願して同図書館を建物ごと譲り受けたが後

述のように数次の災厄のためその遺産を後

世に伝えることはできなかったのである。

2．第乙期（1822～1883）（10）

　前述のようにペルー国立図書館は独立宣

言直後の1821年8月28日に創設され，広く

一般に開放された（11）。そして翌22年2月

8日の命令により納本のi義務と館長に国務

大臣をあてることが定められた（12）。

　第6条首都の印刷業者は独立が宣言さ

　れた日以降に発表された公文書その他の

　全印刷物のコレクション2セットを引渡，

　すものとする。また以後は印刷物はすべ

　て同様にをセットを国立図書館に送付し

　なけれぽならない6

　第8条　この命令の施行に責任ある国務

　大臣は当然国立図書館の館長とする…。，

　1822年9月17日開館山がおこなわれたρ

その場所は1767年まではイエズス会の「勉

強の家」Casa　de　Estudiosのちサンバブロ

最高学院酋長学院C・1・gi・母・C・・iqu…

王子学院Colegio　del　Prfncipe，独立後は

自由学院Colegio　de　la　Libertad戸ミあった

所である。館長には司祭マリアーノ・ホセ

・デ・アルセMariano　Jos6　de　Arce（13）

が，副館長にはホアキン・パレデスJoa－

qufn　Paredesが任命された。蔵書数11，256

冊，サソマルコス大学，ジェスイット会そ

の他の宗教団体や個人からの寄贈による

が，その中にはサンマルテインの蔵書762

冊，雑誌101種その他が含まれていた。
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　開館早々の国立図書館にはしかし大きな

悲運が待ちうけていた。1823年と24年に王

党派が巻き返し，リマを占領している間に

内野が略奪され，蔵書の大部分が散飛して

しまったのである（14）。dの非常事態に対

処するため政府は図書の収集に特別の措置

を講じ，外国からの図書の輸入税を収集i費

にあてたのである、すなわち，1830年には

外国図書の価格に3％の税金をかけ・この

収入を図書の収集費にあてるこ≒を決議

し，1840年に3％の税率を6％に改めてい

るのである（15）。

3．第二期（1883～1943）

　1879年ペルーはボリビアと共にチリと戦

争を始めたが（16），戦い利あらず，A部領

土を失うことになった。この戦争中にリマ

に侵入したチリ軍によって国立図書館は再

び略奪を蒙ることになρた。図書館ゐ閲覧

室は部隊の宿舎と化し，図書は戦利品と見

なされ，一部はチリに持ち去られ，一部は

包装紙として雑貨屋に売られたということtt

である（17）。当時の館長オドリオソラ大佐

Coronel　Manuel　de　Odriozolaは米国公

使ク1）スチャンシイChristiancyに対し，

リマにおけるチリ当局による文明破壊の罪

を糾弾する書簡を送った。このため同館長、

はチヅ軍に追及され，米国公使館に難を

避け，副館長リカルド・パ々マRicardo

Palmaは12日間チ．りの輸送船上に監i禁劣

れたのである（18）。

　1883年アンコン条約が調印されで平和が

恢復すると，リカルド・パルマが図書館の

再建にあたったが，以降同餓さ第土の国立

図書館と呼ばれることとなった。パルマは

図書館再建のため欧米の名士に寄付を仰い

で駆け廻ったので「乞食館長」（19）とあだ

名されたという。1884年7月国立図書館は．

再建されたが，マヌエル・デ・オドリオソ

ラ大佐は名誉館長に任命された（20）。

　当時の状況についてパルマ館長は司法教

育柑にたいしてつぎのように報告してい

る（21）。

　「私はカラッポの図書館の施設を受領し、

　た。というのは図書館が保管していた5

　万6，000冊のうち，これまで匠見つけた

　のは638冊だけである。…手稿本課は資層

　料が豊富であったが，今残っているのば

・記憶だけである。」

　この惨状を打開するためパルマはチリの

サンタマリア大統領にたいし200点る手稿

本の返還：を求め，また国内国外からの数多

くの寄贈を要請した。こうして7月28日図

書館再開のときには蔵書27，324冊，うち旧i

図書館の蔵書印をもつ図書辱，315冊であり，

これは私人i’こより返却されたものであっ・

た。

　再開後の国立図書館は様々な困難を担え

ていた。財源の不足，ずさんな図書管理，

などがそれである。財源の不足は目録刊行

費の不足に見ら胸例え球欧州室の目録は．

印刷費がないため手書きの目録だけしか作

れなかった。また図書の管理についてはべ、

ルマはつぎみように記録している（22）。

　　「1884年以来特定の個人や機関に資料引1

　渡しを命ずる最高命令6rdenes　supe－

　rioresを受けてきたが，いつも無期限の

　貸出しであった。そして当然返却すべき

　もりが実際に返却されるのはめつたにな．

　かったb」

　国立図書館のあり方についてパルマは一

真の研究者のための「調査図書館jbiblio－

teqa　de　consultaがその本来の性格である1

とし，現状は人民の図書館，「娯楽とカジ

ノの図書館」あ性格を多分にもつでいるσ
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　「もし来館者に小説，詩，雑本を貸出すζ

とをやめたなら閲覧者の数は3分の2、に減

ってしまうだろう。」と慨嘆しているσし

かしこの3分野2，という数字は同等の理

想と現実を積極的，消極的た表現している

　といえよケ0

　1912年3E，ペルーの患想家として有名

なゴンサレス・プラダが館長に任命され

た（23）。彼は臨時大統領の任命に反対して

ユ914年に辞任したが，ユ916年再び館長に任

命され1918年7月に死んだ。したがって館

・長の任にあったのは短期間であった。

　1943年5月10日大火災が発生して国立図

・書館は鳥有に帰し，第二の国立図書館の時

代は終っだ。同年6月23目には図書館再建

の法令が制定された。

4．’第三期（1943～　　）

　1943年の火災直後に国立図書館が各種の

出版物の刊行を開始したことは当時の関係

者ゐ図書館再建の章欲を示しているといえ

よう。まず同年10月に旧館最初の出版物で

ある館報’Boletfn　de　la　Biblio重eca　Na－

cibnalが発莉された。続いて翌44年の上半

期に図書館学の専門誌であるF6nixが刊

行ざれた。1945年にはペルr文献年報

．Anuario　Bibliografico　Peruanoの発行が

決定され，・初号は1943年のペルー及びペル

ー研究の文献目録にあてられた。

　、1947年3月25日国立図書館再建に関する

法律10，847号が公布された。同法にはつぎ

のような規定がみられる（24）。

　第1条　宝石など個人用又は装飾用，服

　飾用の奢贈品の小売にたいし税金を課

　す。

　第14条　この税金はとくに1年60万ソル

　め額までは国立図書館の建物完成に要す

　る費用及び同図書館の設備（家具・調度

　品）にあて，・この額はいかなる信用操

　作にも廻すことができる。その残高は

　「サンマルテイン基金」として共和国の各

　州首都の市民図書館Biblioteca　Popular

　Municipa1の助成にあてる。

　　国立図書館の完成に関する税金の目的

　が達成されたとき嫡全額をサンr乏ルテ

　ィン基金に入れ，次の形でこれを分配す

　る。

　・25％　国立図書館の充実のため

　　75％　各州，三州，地方の首都の住民

　　　　　図書館のため

　1961年10月31日著作権法Ley　de　De－

rechos融Autor（法律13，714号）が公布

．され，国立図書館内に著作権局をおくこと

が定められた。

　1971年8月28日，創立150周年記念行事

がおこなわれた。

1［E組織と政策

　・ペルー国立図書館の現状たついては他に

資料が入手できないので，筆者が訪問した

さいの説明資料にしたが？て，その組織と

政策について紹介することにする。

1．使命及び目的

　国立図書縮はペルー文化の発展に重大な

使命を帯びている。当館は全国書誌の作成

を技術的に統合し，組織し，ペルーの文化

財と，し℃これを維持し，研究者と読者一般

にこれを利用させるための国の文献機関

6rga’no　bibliogr6ficoとして設立された施

設である。・

　このような使命にしたがって当館は次の

ような一般的目的をもつている（25）。tt
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①国内の文献と国の科学技術の発展に不幽

　　可欠な外国の文献を統合すること。

②文献を公共奉仕のために保存，管理

　　し，技術的に組織すること。

③基本文献その他の資料について調査す

　　ること。

④内外の有能な研究者にたいし基本文献

　　を自由に利用させること。

⑤全国著作権局Registro　Nacional　de

　　Derechos　de　AutQfを維持すること。’

⑥公共図書館と学校図書館の全国組織の

　’拡大を促進し，その活動を監督するこ

　　と。’

⑦国立文化機関総局の委任をうけて，公

　　共及び学校図書館に関する国際的援助

　　の諸計画を実施すること。　　　　　　’

　⑧総局の指示に従い，当館の権限にした

　’がってその他の活動をおヒなうこと。

　このような一一般的目的のほかに次のよう

な個別的目的が定められている。．

　①全共和国に「地方著作権局」を法律に

　　したがって設立すること。

、②当館の文献資料に基いた調査にたいす

　　る関心を高めること。

　③歴史，文学，書誌及び著作権の諸分野、

　　に全国資料情報センターを創設するよ．

　　うにつとめること。

　④最も進んだ科学技術二化の移動の機構

　　を活用して文献資料を利用者に自由に

　　利用させること。　　　　　’

　⑤教育改革法の原文に明らかにされた内

　　容と並行してその活動を進めること。

　⑥近代図書館学の性格，目的及び実際に

　　沿って出版物を編集すること。

2．組　　織

，国立図書館ぽ国立文化機関の記念文化財

保護局Direcci6n　T6cnica　de　Conserva－

ci6n　del　Patrimonio　Monumental　y　Cul－

tural　del　lnstituto　Nacional　de　Cultura

め下部機関であり，その内部組織は次の通

りである。

　館長室　Direcci6n

　渉外部　Actividades

　・国立図書館学校

　　全国市民図書館事務局

　　全国学校図書館事務局

　第一線業務部　　Organos　de　Lfnea

　　整理課La　Oficina　de　Proeesos　T6c－

　　nlcos

　　才目談・閲覧課La　O負cina　de　Corisulta

　　y　Lectura

　全国書誌・著作権課La　Oficina　de

　Bibliografia　Nacional　y　Registro

，Nacional　de　Derechos　de　Autor

　文献調査課．La　Oficina　de　Investi－

　gaciones　Bibliogrificas

総務部　Ofgano　de　Apoyo

　管理統制課La　O丘cina　de　Adminis．

　traci6n　y　Control

幹部室　Organo　de　Asesoramiento

　専門委員会』EI　Comit6　T6cnico　de

　Jefes　de　Oficina　”

3．一般的任務

①国立文化機関（INC）の2年計画にし

　たがって国立図書館の活動を企画立案

　すること。

②全国書誌及び増加目録の作成を維持

　し，そのため他の資料に加えて，法律

　命令19，437号及び著作権法13，714号に

　定める納本を確保する。

③国内国外の閲覧者及び研究者にたいし

　て適切な情報サービスを提供し，その
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　ため必要な一般的コレクシゴンと参考

　文献を収集する。

④現行の技術規格にしたがい，三内の現

・実に適合した独自の調整をおごなつ

　て，文献資料を編成する。’

⑤公衆の利用に供するために目録を準備

　する。

⑥国内及び国際的交換業務を組織する。

⑦全国書誌を編集し，次の当館出版物を

　通じて宣伝する。

　ペルー文献年報Anuario　Bibliogr6fico

　Peruano

　国立図書館報Boletfn　de　la．　Biblio－

　toca　Nacional

⑧図書館学専門の雑誌「フェニッ．クス」

　F6nixを刊行する。

⑨現行法にしたがって知的所有権を保護

　する。

⑩全国著作権局が関与しない，法律上の

　寄託を維持すること。・

⑪全国的規模で公共図書館，労働図書館

　の建設維持のため，市町村及び労働セ

　ンターの審議会に助言すること。

⑫全国的規模の学校図書館サービスを計

　画，開発，評価すること。

⑬図書館学の分野での専門家の育成

．4．　館長・副館長の任務権限

’m立図書館の館長は国立文化機関（INC）

の所長の要請により文部大臣Ministerio

de　Educaci6n　Ptiblicaが任命する。館長

の権限はつぎの通りである。

　①湯立図書館を代表する』

　②目的及び政策を立案する。

　③予算案を作成する6

，④館内規則を制定する。・

　⑤年次業務計：画の遂行を承認し・指導

　　し，調整し，監督する。

　⑥予算の執行を監督する。

　⑦計画にもとずぐ業務を調整する。

　⑧当館に適用される法律の規定及び規則・

　　を実行し，実行させる。

　⑨その他甲立文化機関の所長が館長に秀，

　　託した任務を遂行する。

　副館長は国立文化機関Q所長が任命ず

る。副館長の権限はつぎのとおりである。’

　①館長に協力して館の政策を遂行する。

　②館長の委任により国立図書館を代表す

　　る。

　③秘書室及び各部の機能を調整し，監督

　　する。

　④プFジェクト等を作成するために組織

　　される各委員会を主宰する。

‘⑤選書委員会その他の委員会を主宰す

　　る。

　⑥INCの文化部長Direc毛。士de　Activi・．

　　dades　CUIturalesと調整，して閲覧者

　　を関係の機関に引き渡す。

　⑦INCの文献調査部及び渉外部と調整

　　して展示会の計画を発表する。

　⑧館長の指示する報告及び政策的文書を

　　編集する。

　⑨職員に資格を与えるための講習会その

　　他有意義な講習会を立案する。

　⑩館長の委託するその他の任務を実施す

　　る。

5．政　　策

　1974年の文書には1975～76年の’2力量

のINCの政策の輪廓が述べられている。こ

れによればあたらしい国立図書館はつぎの

・条件にしたがわなければならない。

　①公衆にできるだけ接近し，公衆が来館

　　するのを待つのでなく，あらゆる環境
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　の公衆を探し求めること。

②日を追ってペルー人司書を養成し，彼

　等に仕事の基礎知識と機会を提供する

　ことに関心をもつζと，また出版物と

　資料交換によりこの利益を他の諸国に

　拡大すること。

③その活動範囲を各国立施設を通じて学

　生，労働者，青年のように人口の多い

　階層に拡げること。

④収容力と公衆へのサービス時間をふや

　して読書の機会を拡げること。

⑤研究者にたいしてペルーの現実の中で

　最大の便宜をその研究の実現のために

　与えること。

⑥サービスと整理を近代化して図書館の

　機械化とオートメーションにおよぼす

　ご、と。

⑦精力的に普及事業をおこない，個人の

　全人的進歩に大きく貢献すること。

．⑧図書館の維持に資するため独自のあら

　たな資料を作成する単と。

6．　国立図書館の二年計画

　1975～76年度のINCの2年計画は，国

立図書館の遂行すべき目的と政策概要をつ

ぎのように示している。

　ペルー人の創造力と携判力の十分な開肇

塗刺戟するために，

　著作権に留意する。

　国の記念財及び資料を保存し，堆回する

ために，

　国の記念財及び資料を保護し，保存する

　政策を策定する。

　博物館，公文書館及び図書館の国家的規．

　模のサービスを改善し，拡大する。

　国立図書館学校の教育計画を教育改革に

　適合させ～同校に公文書士とドキュメン・

タ・iJストの課程を創設する。

三年計画による戦略と活動としては次の

ようなものが挙げられている。

全国著作権局規則を制定する。

地方著作権登録局を設置する。

　国立図書館の閲覧者を再編成する。

　国の図書館政策を策定し，導入する。

　国の文献資料を統合し，増加し，普及さ

　せる。

一定の調査地域を援助し，刺戟する短期

　間の展示会を組織する。

　科学技術文化の発展のため世界中で出版

　された最：も代表的な文献資料を入手す

　る。

　書誌及び図書篤学に関する出版物を編集

　する。

　全国学校図書館事務局が：先進的学稼図書

　館ホセ・デ・サンマルテイン図書館と地

　域図書館を通じて遂行している仕事の漸

　進的発展を援助し，これらの図書館のサ

　ービスと活動の計画を拡大する。

　’市町村及び労働センターへの技術援助に

　関し，・また図書館ステーション，移動図

　書館サーピスリシステムによる読書普及

　に関して，全国住民図書館，市町村図書

　館事務局の仕事を拡大し，援助する。

＜注1＞　マリア・ルス号（Marfa　Luz）号

　事件σ1872年（明治5年）横浜に入港した

　ペルー船マリア・ルス号から清国人クーリ

　一が脱出して奴隷船の実態が明らかにされ

　た。時の外務卿副島旧臣の命により神奈川

　県令大江卓が裁判所を設けて裁判をおこな

　U），「清国側に奴隷を引き渡した。1875年齢

．シア皇帝の仲裁により日本側は勝訴した。

　この事件を契機として1873年日秘修交通商

　航海仮条約が調印され，両国の外交関係の
’基そが築かれた。ペルー側の資料を使った，

　ものに次の文献がある。

　Stewart，　Watt．　一Chinese　bondage　in

　Peru；a　history　of　the　Chinese　coolie

　in　Peru．　Durham，　North　Carolind，　Du一
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　　　　ke　UniY．1Piess，1951．

　　　＜注2＞．車ζして痺用した資料はl
　　　　L・’　Bib’li・trca．Naci・n琴l　d・1・P6・fi；　aP・・一

　　　　tb・para　liti』h圭・t・・i・・Limq，1971（恥一

　　　　licacioneS　en　Co．nmemoraci6n　del　＄equi・

　　　　．ce玲tenario．de．la　lndepep’（4encia　y　de

　　　　l・F・hd・・i6・．d，・1・Bibli・tca　Naci…l

　　　　del，Perfil　Serie．：Hist6ria）．．

　　　　．及び国立図書舘作成の説明資料である。

　　　＜注3＞　シ．モン。ボリー1ζルSim6n　B6－

　　　　11｛v毎と並んで南米独立運動の双壁である

　　　　．．サンマ・レティン将軍G・n・・alJ・・6．d・S・n，

　　　．．M鱗｛h・が署名．した命令σ1．．．

　　．＜注．4≧．tイ干ズス会は原住民の布教とクリ

　　　　．オ｝リョ（厚地生れのス尋イン人）．め教育

　　　　．に業績を挙げたが，政府にたいする反乱の

　　　　．．ゆどで1767年に埠放されたq

　　　．＜注5＞．サγマルコス大学は1551年メキシ

　　　　ヲ木学（現在のメキシコ国立「自治大学，

　　　　UNAM）と前後して殻立さ．れ，初あウマ

、．

@パ．大学と呼ばれた9サソト・tt，Qソごめサン

　　　　ト・赴々不1・．デ．．・アキノ大学に次いで米州

　　　　1でも古い夫学である。三斧石郎．1918年の

　　　　大学改革とラテン・．アメリカ，ラアシ」ア

　　　　メ：リカ研穽，9号（1970）参照。

　　　：＜注6＞　中南米めスペイン植民地匠は，は

　　　　．じめメ．キシコ（153S年）・ペルー（1542年）．

　　　．．た副王が置畳東でいたがジのちヌェバ・グ．

　　　　編鍵羅rヅ別言）・
　　、．〈注7．〉．Martin，1　Lμis．．La　bibliotec’a　del’

　　　・Cdle暮io．de’San　．　Pablo’．（1508～i767），

　　　．．．中朝eced6h毛e．　de　la’Billioteca．　Naciohal，

　　　　．P・25，（L・Billi・t・eq　．Naci・filal　d・I　P・・fi，

　　　　・aportes　par『典historia・Lilhら19711所、

　　　　取）．

　　　　ハ7バード大学は1636年創立。同図書鰍ま

　　　．163S年に創設された。現在では傘下に約

　　　　900の図書室を擁し，蔵書数920万冊を誇っ

　　　．ている9・The．W・rld．．・f　lear舞ing，1976～

　　　1・77，，．vol・2・Egr，opa　Pμbli¢atiQns，　Ltd．，

　　　　．：Lond6n）1976．．参照。、．

　　　≦嘉無職tゆ’s・’，9・lciゆ25・．

　　　．〈注9．〉・同時ぽ当時すでに世界各薗の歴史∫

　　　　書をもっておゆ，．アプリ夙中国，：日本た

　　　　関ずる摩淫書も所蔵してい準とかう。．
　　　　，M・・tin；L・i…dP：／cit・・’P・33・1．

　　　＜注10＞　．Benit6’　Gu’tti　y　Catalah．はア．ル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ館長在任中．．（1822～25）を第憎期とし，

　　　　以後1883年まで蝶二期とLfいるカミ∴こ．

　　　れは三三直後の王党派ゐ略奪仁より一旦国、

　　　立図書館カミ崩壊したとの見方に立っている．

　　．と思われる6．レかしQu頃説では第一期
　　　潜余り短期間となるので，本稿では便宜上
　　．1883年までを第「期どした。Gutt量yCat一．

　　　alan，　Benito．　’Relacib’n　de　primerds．b’i－

　　bliotec’aribs　y’　directores　de　la　Biblioteca

　　　Nacional．’　（La・　Biblioteca　Nacional’　de’1

　　　P¢r丘所収）

　　〈注11〉　同．日付の命令第斗条は？ぎのよう∫

　　．に定あている。

　　　「首都に国立図書館を設立し；’すべてめ来

　　信者の利益ピ供する」。

　　　Valderamq　C，　’Lu’cia．　CronQlogfa　eSqtie－

　　　mati’ca　de，　la　Biblioteca　Nacional，　p．’6

　　［（前掲．La．　Bibligt．eca　Nacional　del　Pe．rfi．

　　所収）
　　＜．注1，2＞　Ibi．d・，　P・6

　　＜注13＞．Marian6　Jos6　de　Arce．（1781～

　　1852）o”’

　　　僧職にありながら独立運動に奔走，愛国
　　高め会Sociedad　Patri6ti6aの搬関誌「ぺ

　　1ルーQ太陽」El　Sol　del　Perfiの編集長を．

　　うとめた。．独立直後，戦闘による国庫の欠

　　．孝の中で政府は図書館建設に必要な財源を

　　　アルセの裁量に委ねた。・アルセはこの仕事

　　を6．か月という短期聞で仕上げて見せたb

　　岡享図書館長在任tt問e＄1822～25年とされ

　　ている。．
・i C’” cS［ufiez，，Estuardo；　Mariano　Jos6　de’

一　　Arces．ptimgr　biblioteヒario・及び

　　　，Re’laci6，n．　de　primeros　bibliotecarios　y

　　directqres　de’　la’　BibliQteca　Nacionat．

　　　共に前掲La　Biblio‡eca　Nacignal…所
　　：収・

　＜注14＞　1823年7月17　H’の布告Bandoは、

　　王党派による図書館の略奪とその善後措置
　　・についてつぎの、ように定めている。

　　　　「垂心は出移民が寄贈，’売却，貸与して

　　市中に残していた財産の記録をとることみミ．．

　　国の業務にとって有益であるので，つぎの
　　　ように命令する。．．．　　　　．　．卜

　　　綜合図書館Bibliot俘ca　Generalから抜．

　　　き出された図書又は同図書館に欠けている

　　図書についセ知っている者は直ちにそれを

　　通報するものとする。当該図書を所持して．

　　∫い．る者，．及び当該図書に？いて知りなが．ら

　　　とれを引き渡さず，又は七戸しない者1ま，．

　　、有色人種c1aseの場合は国外追放にし，そ

　　．うでない者は陸軍の兵籍に編入するものと’

　　．する。」
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　　Cronologfa　esquematica　de　la　Biblio一

．teca　Nacional，　op．　cit．，　p．　7．

＜注15＞　Ibid．，　PP．7－8

・＜注16＞　この戦争は太平洋戦争と呼ばれ

　る。ペルーはこの戦争に敗れて硝石地帯の

　タラ顕力Tarapacaを割譲し，その後三半．

　世紀もの間ペルr・チリ間に領土問題が紛

　糾した。　　l　　　　　　　l
＜注17＞f’◎6nologia，’op．　cit．，　p．　g．

＜注18＞　Ibid．　p．’g．

＜注19＞・t『「乞食館長」というあだ名は決し

　て蔑称ではない。ラテン；アメリカ諸国で

　は不具者について「片目のホアン」とか，

　「ビッコのカノレロス」．とかいうようにあか

　らさまにあだ名をつけるが，そのことが喧

　嘩の種にはならないといわれる。ここでは

　各方面に寄付を求めたパルマ館長の函書館

　再建の情熱をむしろ好意的にあだ名に表わ

　したものと思われる。、

＜注20＞　1883年11月2日ジリ．カルド・パル

　マは館長に任命されたが，三日オドリオソ

　うは名誉餌長に任命された。当時の公文書
　はつぎのようセピ述べている。

　　「大佐マヌエル・オドリオソラ卿は高齢

　と癌疾のため国立図書館と公文書館の再建

　が必要とする実務に献身することができな1

　いので，卿を名誉館長に任命し，’現在のア

　づ門トに引続き居住する権利を認め，独立

　建設者の記録に卿が軍人であったことを認

　めることが考慮されなければならない。」

　　Cronologia，　op．　cit．，　p．　10．

一〈注21＞　　Ibid．，　p．10　　　　　　．

・＜注22＞　Ibid．，’p．11．

＜注23＞「Manuel　Gonzales　Prada（1848

　～1918）ドルーの思想家であり，作家であ

　る。二十世紀ペルーの政治家マリアテギ
　Jos6　Carlos　Mari6tegtti（ペルー共産党の

　‘創設者）やアギ・デ・ラ・トーレVictor

　、Rafil　Haya　de　la　Tprre（APRA覚創設

　者）などに思想的影響を与えた。

　　拙稿・アプリスタ運動とペルーの政治，

　ラテン・アメリカ諸国の政党一アルゼγチ、

　ン・ペルー一，ラテン・アメリカ協会，昭

　41，・　117－9頁参照。

＜注24＞　Crortolog｛a，　op．　cit．，　p．14．

＜注25＞　国立文化機関規則Reglamento
　ddl　Instituto　Nacional　de　Cultura（法律

　命令19268号）61条。

　　法律命令decreto－leyは法律と同等の効

　力をもつ命令である。事実上Q政府が発す．

’ることが多い。

　おわりに
　過去は現在につながり，現在は過去に遡

るものであるdとは当然である。、しかし本

稿では過去と現在をつなぐ媒体ともいうぺ

’きものを明らかにすることができなかっ

』「た。残念ながち前半と後半は別々のものに

「なった。しかし筆者としてはペルー国立図

書館の現状を理解するために歴史をひもと

ぐという意図をもっていた。利用しうる資

料が乏しいために，このような意図は満た

されなかった。けれども組織はすべて人に

よって構成される。図書館の所蔵する文献、

資料にはそれを収集した先人の精神が脈々

として伝えられている。スペイン王国から

の独立という激動の真只中に国立図書館を

創設した初期の館長らの情熱と労苦はその・

後戦争と火災という酷しい試練に逢っても

引き継がれそきたのである。先人ρ理想と

熱情が今日の函館の運営にも生かされてい

るといえよう。筆の足りないところを読者

が行間に読みとって頂ければ幸いである。

そして（llの小論が今後の研究の．呼び水とな．

’ることを期待して筆を丸く。

　　　（みたに・ひろし　二子参考下車査）

一． P9　一




